
きれば、 的 の強い訓練特 に トすると

えられる。 
要援護者対 として重要とされる や 全

といった対 は各 災害のリス が い 合に

取り組まれる がある。この 合の防災活動の内

としては、 ード・ トの 対 のいずれかを重点

的に実施していることが重要である。 
 
．お りに 
神戸市防災福祉コミュニティ事業をスタートして 来、

15 年が 過した防災福祉コミュニティにおける要援護

者対 についてアンケート調査を して明らかにし、取

り組み度合いには地区の特 や防災と福祉、それぞれの

当者との り等により があることを明らかにし

た。 
また、防災福祉コミュニティの により、それぞ

れの課 を明らかにするとともに、 後の要援護者対

の推進に して、取る き について各 に し

た。 
後、要援護者対 を 進するために、 進地域の取

り組みや、全 で 発する自 災害の教訓を出来る け

し、 の地域 位での要援護者対 を強 さ る

必要がある。また、防災活動の 進を 害する要 とし

て、「 ー ン」「 」「ニーズ」「 ン ワ

ー」「 ン ン 」等が られる。これらのどこ

に があるかを め、 を 出すなど、それぞ

れの防災福祉コミュニティ活動に した取り組みを行な

うことが求められる。 
調査では自 として、要援護者 の 護と活

について、 活 したいと えながらも、 人

出の から、 く取り組まれていない状況が み

取れた。神戸市では、2013 年に全 的にも 進的である

「神戸市における災害時の要援護者 の 援に する

」が施行され、行 の する要援護者の所 が

地域 位で できる が 度的には されるよう

になった。た 、 を活 して地域で要援護者 援活

動に活 する事 については 段 でも されており、

地域の も うようには まっていない。 後、要援

護者 の 備に けて、地域の自主的な活動に る

ばかりではなく、活動を実 のあるものに て る

家の存 、 成が か ない。 
 
 

(1) 災害時要援護者とは、一 に、 者、 害者、 、 、

者、日 が 自 な 人など、災害時に自 で避難することが困

難な人の事を す。防災福祉コミュニティの である「ふれあい

のまちづくり協議会」は、地域の中の 者、 害者、 などに対し、

福祉活動を中心に行なっており、それらの対 者には、災害時要援護者

が多く まれている。これらを まえた で、 では、アンケート

の 、 意事 として、災害時要援護者を「 調査では、 者、

害者等一人では避難することが難しい人」と した。 

(2) 年はアンケート内でも をお いしていたが、 も多か

ったため、 されていた地区 を に、 9) より 年を割

り出した。アンケートで されていた 年と なる地区もあるが、

である自主防災組織やふれあいのまちづくり協議会の 年を

、または、実 的に活動が まった年を している 合もあると

れる。 年としては 9) が しいと 断し、 した。 
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１．序論

1-1 研究の背景と目的

　住教育は、家庭、学校、社会において実施されると言

われており文1）、中でも学校は体系的な住教育ができる

場である文2）。そのうち小学校家庭科住居領域は、学校

で住教育を受ける最初の機会であり、住居に関する基礎

的、基本的な態度や科学的認識を形成する段階となる。

　小学校学習指導要領解説家庭編文3）には、住居領域に

ついて、住環境の持続可能性を含めた住生活の自立が明

記されている 1）。それは、私的な空間における住生活の

自立はもちろん、地域の共用地のような共的な空間を含

めた住環境における持続性に配慮した住生活を主体的に

営むことが学習の目標となっていると理解できる。

　一方、小学校の現行教科書で扱われているのは「身の

回り」という私的な空間が主である 2）。しかし実際のと

ころ、児童は私的な空間だけでなく、共的な空間にも関

わって生活を営んでいる 3）。

　つまり、学習の目標と児童が実生活でかかわる住空間
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は合致しているが、小学校家庭科住居領域で取り扱われ

る学習内容は私的な空間にとどまり、学習の目標や実生

活と整合していない。よって私的な空間にとどまらない

共的な空間を含めた学習内容の再考が求められる。

　しかし、共的な空間は、多様な価値観の利用者がいる

ため、適切な利用と管理は難しい。共的な空間の利用と

管理については、それを共有資源として捉え、コモンズ

論を取り入れる研究が近年みられる 4）。そこで本研究で

は、共的な空間の持続的な利用と管理について、身近な

教材から児童が学習できるようにすることを目指す。そ

のために、児童にとって身近な共的な空間として、地域

のごみステーションを取り上げ、その利用と管理の実態

を把握することを目的とする。

　本研究でごみステーションに着目する理由は以下の通

りである。家庭科住居領域において、住宅は規模が大き

いためそのままでは教材とならない。また、そもそも住

宅には経済状況等、児童の家庭生活の実態が現れやすい

ことから、児童のプライバシーに配慮した教材開発の必
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要性が指 されている文 ）。そこで、やむを 校内の

教 や中庭、校庭等を教材とする方 が考えられる。し

かし、家庭生活が しない教材から家庭生活にかかわ

る科学的認識を形成することは難しいという があり

家庭科の目標にそ わない。それに し、家庭のごみ

ては児童にとって 近な家庭生活にかかわる行 である

こと、ごみステーションはどの にとっても一 的に

に し、児童の家庭生活が営まれる身近な地域

の共用地であると捉えることができる。また、ごみステー

ションは地域のものであり、児童の家庭生活の実態を住

宅 ど には しない。そこで、家庭生活を す

る実 的な態度を住居領域の学習から するには、教

育施 である学校内の空間よりも児童の家庭生活に近

した住空間に着目する うが適 であると考え、ごみス

テーションを とした。

　本研究の目的を 成するため、 小学校家庭科住居領

域の学習内容の把握と、 ごみステーションの利用と管

理の実態の把握をする。 と の をもとに小学校家

庭科住居領域における共用地管理の を取入れた学習

内容の を行う。

1-  研究 みた 研究の け

1 教育 小学校 に関する 研究

　 者らは 研究において、小学校の住居領域学習

内容について系 的 成が されていないという を

指 している。 体的には、「住居領域では住生活を自

立して営む能 と態度を身につけるためには、発 段階

に てそれらの学習内容が し、住生活の自立を

える学習内容の 成を する必要がある」と てい

る。そのために小学校においても、 体的住生活行 と

共にその 的な住宅の を認識さ 、 には住生活

行 に関する ー について れることが、系 性を

した学習内容の再編に がると指 した ）。本研究は

その を考慮し、住宅の 、住生活行 、それに関

する ー を 体的な教材を通 て認 できるような指

導 の が必要であると考えている。

　また ら ）は、学校教育の住教育が 的になっ

ている に、教材の 等による家庭科住居領域の指

導のしにくさ、教 成のあり方、学習指導要領が す

内容自体が住居領域の指導の さに していると

し、学校現場での 的 開の めになってし

まっていると ている。 本 ）は、これからの学校

教育における住環境教育の キ ラ について、 と

しての住宅とその 、それを う とその い方、空

間認識の 方、という 3つの で 成することを指 し、

児童の生活 での学習を している。

　 に、小学校家庭科住居領域に関する 研究の中で

本研究に関 する研究として、高 ら、 中らのものが

げられる。高 ら文 ）は、学習指導要領に されてい

る内容の 成状況に、どのような学習の 方が する

のかを解明している。高 らは、 、

者教育に関する内容は活用度や、児童の 関 が

高いために く 識 けられ、実 に がることを し

ている。 中ら文1 ）は、学校での住環境行 の学習

を自 する児童 ど、家庭での実行度が高いこと、また、

児童にとって身近な 行 と つく住環境行 の実

行度が高いことを した。そのような児童の住環境活

は、家 の実行度 も すると指 している。

　以上の 研究を受け、本研究は住教育の の中で、

現行の小学校における住居領域の学習内容の系 的 成

の を に、教材開発の となる を ようと

している。 に 研究の成 から、児童の生活 に

た住教育の内容開発のため、児童の身近な 行 に

つく住生活行 の空間として、地域のごみステー

ションに着目することの 性を再 認できた。

の管理 の ン 論の に関する 研究

　コモンズ論は、G.Hardin文 11）の論文によって 目さ

れるようになった。それは、環境自体がコモンズ（共有

資源）であり、 の行 主体の利 的な行 によって

コモンズが すれ 、自らの利 をも ってしまうと

いうものである。

　それに して E.Ostrom文12）は、コモンズの管理 と

して自主管理を し、自主管理 によってコモンズ

を管理さ る を行った。その 、自主管理は必

しも成 するわけではなく、それ れの 者が 自の

解 を すことが大切であると ている。また高

）は、E.Ostromの自主管理という理論から、山や川等

の自 資源だけでなく、地域共 空間が地域住 によっ

て活用され、よりよく管理されるための のあり方を考

している。

　本研究では、地域の共用地をコモンズとしてとらえ、

児童が身近な教材から、共用地の 、共用地を自主管

理していくことの必要性、それに関する ー を認 で

きる系 的な学習内容の を みる。

1-  研究の

1 の学習内容の

　ま 、学習指導要領の内容を 現 している現行の小
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要性が指 されている文 ）。そこで、やむを 校内の

教 や中庭、校庭等を教材とする方 が考えられる。し

かし、家庭生活が しない教材から家庭生活にかかわ

る科学的認識を形成することは難しいという があり

家庭科の目標にそ わない。それに し、家庭のごみ

ては児童にとって 近な家庭生活にかかわる行 である

こと、ごみステーションはどの にとっても一 的に

に し、児童の家庭生活が営まれる身近な地域

の共用地であると捉えることができる。また、ごみステー

ションは地域のものであり、児童の家庭生活の実態を住

宅 ど には しない。そこで、家庭生活を す

る実 的な態度を住居領域の学習から するには、教

育施 である学校内の空間よりも児童の家庭生活に近

した住空間に着目する うが適 であると考え、ごみス

テーションを とした。

　本研究の目的を 成するため、 小学校家庭科住居領

域の学習内容の把握と、 ごみステーションの利用と管

理の実態の把握をする。 と の をもとに小学校家

庭科住居領域における共用地管理の を取入れた学習

内容の を行う。

1-  研究 みた 研究の け

1 教育 小学校 に関する 研究

　 者らは 研究において、小学校の住居領域学習

内容について系 的 成が されていないという を

指 している。 体的には、「住居領域では住生活を自

立して営む能 と態度を身につけるためには、発 段階

に てそれらの学習内容が し、住生活の自立を

える学習内容の 成を する必要がある」と てい

る。そのために小学校においても、 体的住生活行 と

共にその 的な住宅の を認識さ 、 には住生活

行 に関する ー について れることが、系 性を

した学習内容の再編に がると指 した ）。本研究は

その を考慮し、住宅の 、住生活行 、それに関

する ー を 体的な教材を通 て認 できるような指

導 の が必要であると考えている。

　また ら ）は、学校教育の住教育が 的になっ

ている に、教材の 等による家庭科住居領域の指

導のしにくさ、教 成のあり方、学習指導要領が す

内容自体が住居領域の指導の さに していると

し、学校現場での 的 開の めになってし

まっていると ている。 本 ）は、これからの学校

教育における住環境教育の キ ラ について、 と

しての住宅とその 、それを う とその い方、空

間認識の 方、という 3つの で 成することを指 し、

児童の生活 での学習を している。

　 に、小学校家庭科住居領域に関する 研究の中で

本研究に関 する研究として、高 ら、 中らのものが

げられる。高 ら文 ）は、学習指導要領に されてい

る内容の 成状況に、どのような学習の 方が する

のかを解明している。高 らは、 、

者教育に関する内容は活用度や、児童の 関 が

高いために く 識 けられ、実 に がることを し

ている。 中ら文1 ）は、学校での住環境行 の学習

を自 する児童 ど、家庭での実行度が高いこと、また、

児童にとって身近な 行 と つく住環境行 の実

行度が高いことを した。そのような児童の住環境活

は、家 の実行度 も すると指 している。

　以上の 研究を受け、本研究は住教育の の中で、

現行の小学校における住居領域の学習内容の系 的 成

の を に、教材開発の となる を ようと

している。 に 研究の成 から、児童の生活 に

た住教育の内容開発のため、児童の身近な 行 に

つく住生活行 の空間として、地域のごみステー

ションに着目することの 性を再 認できた。

の管理 の ン 論の に関する 研究

　コモンズ論は、G.Hardin文 11）の論文によって 目さ

れるようになった。それは、環境自体がコモンズ（共有

資源）であり、 の行 主体の利 的な行 によって

コモンズが すれ 、自らの利 をも ってしまうと

いうものである。

　それに して E.Ostrom文12）は、コモンズの管理 と

して自主管理を し、自主管理 によってコモンズ

を管理さ る を行った。その 、自主管理は必

しも成 するわけではなく、それ れの 者が 自の

解 を すことが大切であると ている。また高

）は、E.Ostromの自主管理という理論から、山や川等

の自 資源だけでなく、地域共 空間が地域住 によっ

て活用され、よりよく管理されるための のあり方を考

している。

　本研究では、地域の共用地をコモンズとしてとらえ、

児童が身近な教材から、共用地の 、共用地を自主管

理していくことの必要性、それに関する ー を認 で

きる系 的な学習内容の を みる。

1-  研究の

1 の学習内容の

　ま 、学習指導要領の内容を 現 している現行の小

学校教科書を に、家庭科住居領域が取り扱う空間、

その空間と児童との関わり方、それに関する ー が、

どのように学習内容として 成されているのかを文

によって かめる。

　 体的には、2 1 年 4 で されている小

学校家庭科教科書（ 1）の中の住居領域の内容とし

て記 されている本文を て き し、 ラ ン

ド ー プ ー （以下、GTA） ）を用いて

学習内容の 成を する。GTAは「現 を 成し

ている と 士の関 」1 ）を解明することがで

きる 方 であり、学習内容がどのように 成され

ているかを本 的に明らかにする 的 として

適していると考え、 用している。現 小学校家庭科

1 調査の

出版社
TO 社
KA社

教科
家庭科
家庭科

　       書　名
新編新しい家庭５・６
わたしたちの家庭科５・６

発行年
2015
2015

データ数
56
51

該当頁
44-51,72-75,80,102-107
25-29,56-58,60-61,74-81

1 調査 地

天神社

調査対象
単位町内会

N

幹線道路

100 500m0

宿町内会

三野町内会

中井町 1丁目
町内会

大和町 2丁目
町内会

学南町 3丁目
町内会

学南町中央
町内会

学南町 1丁目
町内会

北富
町内会

北方東本
町内会

北方西本
町内会

津島東
町内会

津島みどり
町内会

東江道町内会

大和町 1丁目
町内会

宿町内会

三野町内会

旭川旭川

中井町 1丁目
町内会

大和町 2丁目
町内会

学南町 3丁目
町内会

学南町中央
町内会

学南町 1丁目
町内会

北富
町内会

北方東本
町内会

北方西本
町内会

津島東
町内会

津島みどり
町内会

東江道町内会

岡山大学
津島キャンパス
岡山大学

津島キャンパス岡山大学

岡山理科
大学

浄水場

半田山
植物園

中井町 2丁目
町内会

中井町 2丁目
町内会

青葉
町内会
青葉
町内会

津島土生
町内会
津島土生
町内会

三軒屋本町
町内会
三軒屋本町
町内会

半田町元町
町内会
半田町元町
町内会

宿南町内会宿南町内会

北方四日市
町内会
北方四日市
町内会

大和町 1丁目
町内会

西江道
町内会
西江道
町内会

岡山県

調査対象地
岡山市

ン ー調査の

１）調査対象者の属性
　　・地区、居住年数、性別、年齢
２）調査対象地の属性
　　・場所、空間と物について、地域活動について
３）ごみステーションの形態
　　・地域内における配置状況、ごみステーションの仕様、ゴミ回収に使用する物財
４）ごみステーションに関するルール
　　・利用のルール、管理のルール、ルールの周知手段

ン ー調査 の

対象

A 氏

B氏

D氏
C氏

E氏

F氏

G氏
H氏
I 氏
J 氏

調査日時
'15/10/27
10:25-11:20
'15/11/9
10:25-11:15

'15/11/10
10:50-12:00

'15/11/10
13:30-15:00
'15/11/12
10:00-11:00
'15/11/13
10:00-10:35
'15/11/26
13:30-14:35

町内会名

北方四日市

北方東本町

大和町 1丁目

津島土生

中井町 2丁目

宿

三野

役職
御野学区連合町内会会長
町内会長（兼任）

リサイクル推進委員
リサイクル推進委員

町内会長

町内会長

町内会長

町内会長
町内会長

町内会長
副会長

性別

女性

男性

男性
男性
男性

男性

男性
男性
男性
男性

年齢

60 代

60 代

60 代

80 代
70 代
70 代

70 代

70 代

70 代
不明

居住年数

約 70 年

約 40 年

約 50 年
35 年

35 年
不明

26 年

27 年

16-17 年

69 年

180

770

220

205

179

360

462

加入
世帯

の教科書は 2社から発行されている。住居領域として

されている からそれ れ 、 1 文の ー を

取した（ 1）。 の は以下の通りである。

した ー に 体的 （ ンション）と

的 （プ テ ）を え、 者からその ー の

内容を すラ を す。近 するラ をとりま

とめて テ をつけながら する。 テ

が できれ 、プ テ や ンション、ラ

を用いて テ 間の関 を し、 士 

の関 性を解明する。

ごみステーションの利用と管理の実態の

　 に、地域のごみステーションの利用と管理について

理解している として、 内会 を に し

たイン ー を行う。 内容は、 者の

性、 地の 性、ごみステーションの形態、ご

みステーションに関する ー である（ 2）。

 地は岡山市 市 市

住 住 と し、 内会 が市内で最

も多い 合 内会を した（ 1）。

　岡山市の 内会は 1 24 あり 11）、 入 は

2 2 である。住 自 の基礎となる となって

いる。学 地 合 内会（以下、 ）は ある。

小学校 内の 内会によって 成されている。

内会の主な活 のうち 12）ごみステーションの管理は、

環境 にあたる。

　 地である 学 は、23の 内会

からなる であり、 は 24 である。23

の 内会のうち、 会 から の 内の

内会 を いただいた。 的に の 合の

ついた 内会 （ 会 を含む）が 者

で、 間は 2 1 年 1 2 11 2 である。

　 者の基本 性を 3に す。イン ー

は 学 内の岡山市 、 会 で行った。
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に記 した モと、 者に

可を取り コー ーで した

から 者の発言を要 して文 し、

ー とした。

． の学習内容の

　ま 、小中高等学校における小学校

の家庭科住居領域の学習内容を かめ

る。 2より、小学校では住宅の の

「 居住者の生活と住宅形態との関

性」、そして住生活行 の「 利用（

に環境 整）」 「 管理」が学習

指導要領上、取扱いが けられてい

る。その の学習内容は、中学校、高等

学校 と校 が上がるにつれて われる

というのが現 の家庭科における学習内

容の 成の である 13）。

　 に、小学校の学習内容を把握する。

実際の学校現場で児童に学習内容を教

するために 用されている現行教科

書の記 内容を整理、 したものが

4である。 体的 （ ンショ

ン） からみると、学習指導要領のと

おり、「 利用」の「 環境 整」の

「環境 整が必要である」という 識と、

「 管理」の「 管理」の「 の管理

具体的学習内容
（ラベル）

①必然性 ー
②個別性 快適に生活する
③社会性 地球全体の環境をまもる

生活や物財にはエネルギー・資源・労力が必要
資源には限りがあるので効率よく使う
快適には過ごすがエネルギーを使わない・
社会性と個別性の最適化で住生活の質を向上する

Ⅱ.住環境の概念 ④住環境の概念 ー
日本の気候風土⑤住文化
地域や気候に合わせた生活がある

Ⅳ.居住者の生活
　と住宅形態と
　の関係性

⑥住要求 住要求に応じた住まい方がある

Ⅴ．建設/所有 ⑦建設/所有 ー
Ⅵ．利用 ⑧環境調整 環境調整が必要である

⑨共助の必要性 ー
⑨’自然エネルギーとの関係 日光エネルギーを生活に利用する
⑨’’ルール

⑪’ルール

環境調整機器（冷房・暖房機）の使用方法の注意
（延焼予防・換気・電気エネルギーの節約）

Ⅶ．管理 ⑩’物財と生活の関係 生活には物財が必要
生活すると不要品・汚れがでる

⑩管理 物の管理が必要である
身の回りを整理整とんする
利用と管理の方法を振り返る
不要品を減らす
掃除する

⑪住環境の持続可能性 ー

凡例　ー：なし又は記述なし、○’：追加カテゴリ
※1カテゴリは参考文献2を参考にした。分析の過程でカテゴリの追加が必要であると判断したもの
　　については、追加カテゴリを付加している（例、Ⅵ．利用の「自然エネルギーとの関係」等）
※2データ（文章）から複数のディメンションとプロパティを抽出しながら分析するので、ディメ
　　ンション数がデータ数を上回っている

学習内容
（カテゴリ※１）

Ⅰ.住まいに
　求められる
　条件

Ⅲ.住文化

具体的情報
（ディメンション）

の数※２

当該カテゴリを
説明するために
不可欠なカテゴリ

0
9

29

0

19

1

0
54
0
9
13

汚さない使い方をする
共用空間の使用者と共に利用と管理のルールをつくる
地域のルールに従う

21

93

0
8

住
宅
の
概
念

住
生
活
行
為

①,②,③

①,②,③
①,②,③

②,③

②,③

③,④

②

③
④

②,③,
④,⑨

②
①~③,④~⑥

ー

ー
ー

教 における学習内容

校 にみた教 内容の の を

凡例
関連あり・
取扱いあり

量的重みがあると
確認できたもの

カテゴリ・
下位カテゴリ

学習指導要領で
定められたもの

関連があるにも
係らず取扱いなし

⑫現状

⑬課題 ⑭制御
（共・公）

①必然性

⑦
⑩ ⑪住環境の

持続可能性

Ⅷ. 制御

Ⅴ. 建設 / 所有 Ⅵ. 利用

Ⅶ. 管理

Ⅰ. 住まいに求
められる条件

Ⅷ. 制御

⑧環境
調整 ⑨共助の

必要性

住
宅
の
概
念

住
生
活
行
為

⑩ ⑪住環境の
持続可能性

Ⅲ. 住文化
Ⅳ. 居住者の生活と
住宅形態との関係性 Ⅱ. 住環境の概念

②個別性
③社会性

④⑤ ⑥

⑫現状

⑬課題 ⑭制御
（共・公）

①必然性

⑦
⑩ ⑪住環境の

持続可能性

Ⅷ. 制御

Ⅴ. 建設 / 所有 Ⅵ. 利用

Ⅶ. 管理

Ⅰ. 住まいに求
められる条件

Ⅷ. 制御

⑧環境
調整 ⑨共助の

必要性

住
宅
の
概
念

住
生
活
行
為

⑩ ⑪住環境の
持続可能性

Ⅲ. 住文化
Ⅳ. 居住者の生活と
住宅形態との関係性 Ⅱ. 住環境の概念

②個別性
③社会性

④⑤ ⑥

⑫現状

⑬課題 ⑭制御
（共・公）

①必然性

⑦
⑩ ⑪住環境の

持続可能性

Ⅷ. 制御

Ⅴ. 建設 / 所有 Ⅵ. 利用

Ⅶ. 管理

Ⅰ. 住まいに求
められる条件

Ⅷ. 制御

⑧環境
調整 ⑨共助の

必要性

住
宅
の
概
念

住
生
活
行
為

⑩ ⑪住環境の
持続可能性

Ⅲ. 住文化
Ⅳ. 居住者の生活と
住宅形態との関係性 Ⅱ. 住環境の概念

②個別性
③社会性

④⑤ ⑥

c.高等学校b.中 学 校a.小 学 校

が必要」等の 識に関する記 が多い。また、 4の

体的学習内容（ラ ）をみると、「 利用」の

が ーであり、「 管理」の は 資である。

つまり小学校の住居領域の学習内容は、利用や管理の

は住空間ではなく ーや 資であり、「身近な

生活と環境 14）」の領域が していることが 認

できる。それに えて「 住まいに求められる 」

の「 社会性」では、住宅が 共 的 を持つ社会的

な資源であることに れられておら 1 ）、 生活で

取り扱われる ーや 資に関する内容のみが記

されている。

　 に、 4では、 テ を説明するために、
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に記 した モと、 者に

可を取り コー ーで した

から 者の発言を要 して文 し、

ー とした。

． の学習内容の

　ま 、小中高等学校における小学校

の家庭科住居領域の学習内容を かめ

る。 2より、小学校では住宅の の

「 居住者の生活と住宅形態との関

性」、そして住生活行 の「 利用（

に環境 整）」 「 管理」が学習

指導要領上、取扱いが けられてい

る。その の学習内容は、中学校、高等

学校 と校 が上がるにつれて われる

というのが現 の家庭科における学習内

容の 成の である 13）。

　 に、小学校の学習内容を把握する。

実際の学校現場で児童に学習内容を教

するために 用されている現行教科

書の記 内容を整理、 したものが

4である。 体的 （ ンショ

ン） からみると、学習指導要領のと

おり、「 利用」の「 環境 整」の

「環境 整が必要である」という 識と、

「 管理」の「 管理」の「 の管理

具体的学習内容
（ラベル）

①必然性 ー
②個別性 快適に生活する
③社会性 地球全体の環境をまもる

生活や物財にはエネルギー・資源・労力が必要
資源には限りがあるので効率よく使う
快適には過ごすがエネルギーを使わない・
社会性と個別性の最適化で住生活の質を向上する

Ⅱ.住環境の概念 ④住環境の概念 ー
日本の気候風土⑤住文化
地域や気候に合わせた生活がある

Ⅳ.居住者の生活
　と住宅形態と
　の関係性

⑥住要求 住要求に応じた住まい方がある

Ⅴ．建設/所有 ⑦建設/所有 ー
Ⅵ．利用 ⑧環境調整 環境調整が必要である

⑨共助の必要性 ー
⑨’自然エネルギーとの関係 日光エネルギーを生活に利用する
⑨’’ルール

⑪’ルール

環境調整機器（冷房・暖房機）の使用方法の注意
（延焼予防・換気・電気エネルギーの節約）

Ⅶ．管理 ⑩’物財と生活の関係 生活には物財が必要
生活すると不要品・汚れがでる

⑩管理 物の管理が必要である
身の回りを整理整とんする
利用と管理の方法を振り返る
不要品を減らす
掃除する

⑪住環境の持続可能性 ー

凡例　ー：なし又は記述なし、○’：追加カテゴリ
※1カテゴリは参考文献2を参考にした。分析の過程でカテゴリの追加が必要であると判断したもの
　　については、追加カテゴリを付加している（例、Ⅵ．利用の「自然エネルギーとの関係」等）
※2データ（文章）から複数のディメンションとプロパティを抽出しながら分析するので、ディメ
　　ンション数がデータ数を上回っている

学習内容
（カテゴリ※１）

Ⅰ.住まいに
　求められる
　条件

Ⅲ.住文化

具体的情報
（ディメンション）

の数※２

当該カテゴリを
説明するために
不可欠なカテゴリ

0
9

29

0

19

1

0
54
0
9
13

汚さない使い方をする
共用空間の使用者と共に利用と管理のルールをつくる
地域のルールに従う

21

93

0
8

住
宅
の
概
念

住
生
活
行
為

①,②,③

①,②,③
①,②,③

②,③

②,③

③,④

②

③
④

②,③,
④,⑨

②
①~③,④~⑥

ー

ー
ー

教 における学習内容

校 にみた教 内容の の を

凡例
関連あり・
取扱いあり

量的重みがあると
確認できたもの

カテゴリ・
下位カテゴリ

学習指導要領で
定められたもの

関連があるにも
係らず取扱いなし

⑫現状

⑬課題 ⑭制御
（共・公）

①必然性

⑦
⑩ ⑪住環境の

持続可能性

Ⅷ. 制御

Ⅴ. 建設 / 所有 Ⅵ. 利用

Ⅶ. 管理

Ⅰ. 住まいに求
められる条件

Ⅷ. 制御

⑧環境
調整 ⑨共助の

必要性

住
宅
の
概
念

住
生
活
行
為

⑩ ⑪住環境の
持続可能性

Ⅲ. 住文化
Ⅳ. 居住者の生活と
住宅形態との関係性 Ⅱ. 住環境の概念

②個別性
③社会性

④⑤ ⑥

⑫現状

⑬課題 ⑭制御
（共・公）

①必然性

⑦
⑩ ⑪住環境の

持続可能性

Ⅷ. 制御

Ⅴ. 建設 / 所有 Ⅵ. 利用

Ⅶ. 管理

Ⅰ. 住まいに求
められる条件

Ⅷ. 制御

⑧環境
調整 ⑨共助の

必要性

住
宅
の
概
念

住
生
活
行
為

⑩ ⑪住環境の
持続可能性

Ⅲ. 住文化
Ⅳ. 居住者の生活と
住宅形態との関係性 Ⅱ. 住環境の概念

②個別性
③社会性

④⑤ ⑥

⑫現状

⑬課題 ⑭制御
（共・公）

①必然性

⑦
⑩ ⑪住環境の

持続可能性

Ⅷ. 制御

Ⅴ. 建設 / 所有 Ⅵ. 利用

Ⅶ. 管理

Ⅰ. 住まいに求
められる条件
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学 は 2つの大学に する。 に める 学

者（小学生、中学生、大学生、院生を含む）は 3 1 と、

内で最も多いこと、 に める の

合が 内で 2 目に多いことから、 学 は の

中でも 身で居住する学生が多いと考えられる。

　 は 地の住宅の 要を している。

体でみると住宅の 有関 は持ち家と 家が つで

ある。 地の住宅の 有関 をみると、 体

よりも 家の 合が多い。一方、住宅の て方をみると

体では が て、 が共 住宅という

である。それに し、 地では共 住宅の

合が 体に て多く、 に中 2 目では共

住宅が 住 の を めている。

- ごみステーションの 態

　ごみステーションの形態と 内会 の を、

に す。現地 を行った 内会、 内会以 の

ごみステーションの 態と

A.
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－
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15 以上
凡例 A. 平地 B. 平地 +ﾈｯﾄ C. 可動式ﾎﾞｯｸｽ D. 固定式ﾎﾞｯｸｽ E. 屋根なし施工 F. 屋根あり施工

ー：不明、　△：市から支給されたネット、　▲：町内会で購入したネット

計

7

21 ー

10 以上

11

7

18

17

91 以上

1 用 に れたごみステーション

利用の ー に

認知の程度※2町内会名※1

北方四日市

北方東本町

大和町 1丁目

津島土生

中井町 2丁目

宿

三野

平均値

遵守の程度※3 ルールを守ら
ない住民

守られていない
ルール
ゴミだしの
時間、曜日

学生

町内会未加入者

町内会未加入者

学生

学生

単身者

単身者

ゴミだしの
時間、曜日

借家住まいの
単身者

ゴミだしの
時間、曜日
ゴミだしの
時間、曜日

分別

不法投棄

特になし特になし

分別

ゴミだしの
時間、曜日
不法投棄

※ 1下線は、幹線道路に近接する、または幹線道路が通る町内会
※ 2認知の程度：1. 知らない　2. あまり知らない　3. まあ知っている　4. よく知っている
※ 3遵守の程度：1. 守られていない　2. あまり守られていない　3. まあ守られている　4. よく守られている

４

３ ３
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3.14 3.43

２

４

４

４４

内会のごみステーションの形態と はイン

ー に基 くものである。形態をみると、「

地 」、 いで「 あり施工」が多い。岡山

市では たなごみステーション に 2 を上 と

する がある。その を活用して たなステー

ションを しようとする 内会もあるが、 場 の

が難しいという が かれた 1 ）。 上に す

ると、通行の になる、近 住 の を ることが

できない等の ード があることが理由である。その

を するために、 用 の上にステーションを

する がみられた（ 1）。

- ごみステーションの利用の実態

　ごみステーションの利用の実態について、 者に「利

用の ー の認 の 度」と「利用の ー の の

度」を「1 」から「4 」の 値で回 してもらった（ ）。

　利用の ー について、認 の 度は 内会中

2 内会が「4 よく っている」、4 内会が

「3 まあ っている」、1 内会が「2 あまり ら

ない」と回 している。

　 の 度は、3 内会が「4 よく られている」、

4 内会が「3 まあ られている」と回 し、

ではないが ー を できていると理解できる。

　 生の場合は、利用の ー の認 、 とも

は認識していない。大学に している地域で、学生
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33.8          64.4       1.8 31.6/1.3         67.1

35.7          62.9      1.4 42.2  0.5     57.3

44.6 1.9     53.5

 32.8/0.7          66.5
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北方東本町

大和町1丁目
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建て方 [***]所有関係 [***]

調査 地の の

2010 年国勢調査を基に執筆者作図
χ 2検定結果　[***]p<0.001　[* *]p<0.01　[ * ]p<0.05
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が ランテ 活 で用 の を 的にしてい

るという。それについて、

「 住 が その様な 学生が をする

をみていたら、 にごみを てたらいかんな と

で言ったり、回 したり、市 がしたりするよ

り がある。（ 生イン ー 、 は

者が を するために 、以下 様）」

　一方、 ー の認 について 的 価をした大

1 目の場合、

「 内として一 っていることは大学生とか 身

者のごみの 、 し方の ーの さ、コン

等が近くにある関 で、 んだものを イ てする

こと。近 の方の の上にごみを いて行く等、

ーが に い（大 1 目イン ー ）」

と、 ている。 に、 の場合、

「 が通れる い 。 で て、 イっと いて

うち がそれに する。 中 そのも

のが い。 の すっと を入れて ごみを

こうと え ける。 中 いわ る 内の 、

ここにごみを す き たちはそういうことは

にしない。自 に が回ってくるわけだから。だ

けど、通りすがりに イっと いていく が、 ー

を らない ではないかなと している。（

イン ー 」

　大 1 目や については が または

通していることから、本 そのごみステーションを利

用す き 以 が、通りすがりにごみを してい

ると 内会では考えている。 ス ースがある 、ま

たは、「 地」よりもごみを に したことが

りから かりにくい「 あり施工」のような形態

のステーションで られるという もあった。

　ごみステーションの管理主体として している に

ついては、利用の ー を していると られてお

り（ イン ー下 等）、管理 の と利用

の態度には関 があると される。

　上記のような住 以 の 以 にも、住 自体

が ー を認識していない、 らないという状況があ

る。 ー を らない住 として げられたのは、学

生、 家住まいの 身者、 内会 入者である（ ）。

内会 入者は 内の が わりにくく、その 内

で生活しているという 識が くなりやすいことが

であると考えられる。 え 、 内会では、

「どのように ー を するか。みんなで

まった に めても ー の は て ないか

ら。それは基本的には家主がきちんと入居のときに

をしてもらわなけれ いけないが、なかなか で

きない 。だからそういう たちのため、

ー だけに こういう ー です と ラシを配っ

たりはしている。理解されているかはわからないが、

わかっていてもやらないというのが一 る。（ イ

ン ー ）」

と、 ている。 内で生活していることを 識し

て しいと考え、 をしている状況が把握できた。

- ごみステーションの管理の実態

1 管理

　管理主体について に す。会 等の について

管理の ー の お の 管理 の 管理の ー の

認知の程度※1町内会名

北方四日市

北方東本町

大和町 1丁目

津島土生

中井町 2丁目

宿

三野

平均値

遵守の程度※2
管理行為の主体

事務

会計等 ルール
の決定

労務
掃除等 資源化物 新規住民既存住民可燃・

不燃ごみ

見守りの有無 管理のルールの周知方法

町内会
町内会幹部
各組の幹事

会報を毎月各戸配布

町内会HP
会報を毎月各戸配布
市のごみ分別冊子を渡す

町内会への加入に関わらず
市のごみ分別冊子を渡す

直接説明
市のごみ分別冊子を渡す

町内会の議事録

当番表配布

町内会の議事録

当番表配布

引っ越しの挨拶時に組長から直接説明
単身アパートの場合は不動産仲介業者に一任

引っ越しの挨拶時に組長から直接説明
単身アパートの場合は管理員や近所
の人に問題発生時に注意してもらう

総会（年 1回）の
議事録を回覧、掲示板

クリーン作戦（地域行事）
の際に口頭で伝える

町内会の議事録を回覧

回覧板

各ｽﾃｰｼｮﾝを使うべき
利用者が輪番制で

各ｽﾃｰｼｮﾝを使うべき
利用者が輪番制で

各ｽﾃｰｼｮﾝを使うべき
利用者が輪番制で

各ｽﾃｰｼｮﾝを使うべき
利用者が輪番制で

各ｽﾃｰｼｮﾝを使うべき
利用者が輪番制で

各ｽﾃｰｼｮﾝを使うべき
利用者が輪番制で、

近所の人、町内会役員

各組

町内会役員会

町内会役員会

町内会役員会

町内会

町内会

町内会

町内会

町内会 町内会
の衛生部

町内会長 特になし

特になし

特になし

なし 有り
分別指導

有り
分別指導

有り
分別指導

有り
分別指導

ｽﾃｰｼｮﾝ鍵の管理

有り
分別指導

有り
分別指導

なし

なし

なし 不明

なし

なし

なし

決めていない

※ 1認知の程度
1. 知らない　　　2. あまり知らない　　　3. まあ知っている　4. よく知っている

※ 2遵守の程度
1. 守られていない 2. あまり守られていない     3. まあ守られている   4. よく守られている

４

4 4

4

4

4 4

44

4.00 4.00

4

４

４

４４

凡例
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は 内会が、 等の についてはステーションを

う き利用者が で実施している。 として中

2 目では 主体は には めていない。また、資

源 の回 の際は 指導のために りをする。

りは市から された イ や 内会 、

で ステーションを う き利用者が する。

、管理に する「 ステーションを う き利用

者」とは、 内会 入者であり、利用の ー を らな

い住 と、ごみステーションの管理主体となっている住

とには があるということが明らかになった。

ー の と の

　 ー の 、 は 内会の が行っている場合

が多い。 一、 では、

「 ー は、 中 それ れの場 で の理 、

理 が を把握しているから、その で めてい

る。 っと い があるわけだから。（ イン

ー ）」

と、それ れの の バ ンスを し、管理を て

いる。

　 方 は、 内会によって多様である。 住

に ー の を えるには、会 や を配 、

回 する場合もあれ 、 内会HPや地域行 の際に

をする場合もあった。 規住 の ー の は

入居 に 内会 や が 説明をしたり、岡山市が

成している ン を すだけのところもある。

管理の実態

　管理の ー について、認 の 度 の 度の

者とも「4 よく っている」、「4 よく られている」、

と ての 者が回 している（ ）。利用の ー

に関する回 と する に、 を用いて 値の

があるかどうか 認した。ま 、利用の ー の認

識と管理の ー の認 の 度に関する 者が 価し

た の 値はそれ れ 3 14 と 4 であった。そ

れについては、有 1で があることが かめ

られた。また、利用の ー の と管理の ー の

の 度に関する 者が 価した の 値はそれ

れ 3 43 と 4 であった。それについては、有

で があることが かめられた。

　ここから、利用と管理の間には、その ー の認

の 度に有 があり、利用の ー は管理の

ー よりも認 されておら 、 もまたされていな

いと捉えることができる。

　管理の ー については、 を にする、

会 や 、 を 配 したり、回 や

内会でHPを って管理の ー を する等の工 を

している 内会がみられた。

． 論

-1 れた

　本研究は、共的な空間の持続的な利用と管理について、

身近な教材から児童が学習できるようにすることを目的

に められた。明らかになったのは以下の 4 である。

1）学習指導要領に された小学校の住居領域の主な学

習内容は、住空間の利用や管理という住生活行 で

ある。現行小学校家庭科の教科書の記 を した

、それら住生活行 の は、住空間ではなく、

ーや 資である があることが かっ

た。そのままでは住空間と児童との関 性の学習に

は発 が難しい。

2）現行教科書の の 、住居領域の管理の学習に

おいて、 者と空間を共用するための ー が必要

であるという、住生活行 の の必要性を児童が

認識するためには、 する学習内容があることが

わかった。それは住環境の に関する内容であり、

共的な空間の の認識である。

3）1） 2）で明らかになった に して、児童に取っ

て身近な教材になり るかどうかを かめるため、

ごみステーションの利用と管理の実態を明らかにし

た。利用については、 ー について 者の 価

は、 的高かったが、 に ー を認識したり

ったりされているというものではなかった。利用

の ー を らない には住 と 住 がおり、住

としては、学生や 身者等の 内会 入者が

げられた。 内会 入者には ー 等の 内の

が わりにくく、またその 内で生活していると

いう 識が くなる があると考えられる。

また、 住 としては、 を通る際に

をする者が げられた。

4）ごみステーションの管理については 的管理は

内会が、 等の は ステーションを う き

利用者が で実施している ースが多くみられ

る。管理の ー についてはよく認識され、よく

られていると回 されていた。利用の ー を ら

ない住 と、ごみステーションの管理主体とは

していない。

　以上のことから、持続的に 者と空間を共用するため
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は 内会が、 等の についてはステーションを

う き利用者が で実施している。 として中

2 目では 主体は には めていない。また、資

源 の回 の際は 指導のために りをする。

りは市から された イ や 内会 、

で ステーションを う き利用者が する。

、管理に する「 ステーションを う き利用

者」とは、 内会 入者であり、利用の ー を らな

い住 と、ごみステーションの管理主体となっている住

とには があるということが明らかになった。

ー の と の

　 ー の 、 は 内会の が行っている場合

が多い。 一、 では、

「 ー は、 中 それ れの場 で の理 、

理 が を把握しているから、その で めてい

る。 っと い があるわけだから。（ イン

ー ）」

と、それ れの の バ ンスを し、管理を て

いる。

　 方 は、 内会によって多様である。 住

に ー の を えるには、会 や を配 、

回 する場合もあれ 、 内会HPや地域行 の際に

をする場合もあった。 規住 の ー の は

入居 に 内会 や が 説明をしたり、岡山市が

成している ン を すだけのところもある。

管理の実態

　管理の ー について、認 の 度 の 度の

者とも「4 よく っている」、「4 よく られている」、

と ての 者が回 している（ ）。利用の ー

に関する回 と する に、 を用いて 値の

があるかどうか 認した。ま 、利用の ー の認

識と管理の ー の認 の 度に関する 者が 価し

た の 値はそれ れ 3 14 と 4 であった。そ

れについては、有 1で があることが かめ

られた。また、利用の ー の と管理の ー の

の 度に関する 者が 価した の 値はそれ

れ 3 43 と 4 であった。それについては、有

で があることが かめられた。

　ここから、利用と管理の間には、その ー の認

の 度に有 があり、利用の ー は管理の

ー よりも認 されておら 、 もまたされていな

いと捉えることができる。

　管理の ー については、 を にする、

会 や 、 を 配 したり、回 や

内会でHPを って管理の ー を する等の工 を

している 内会がみられた。

． 論

-1 れた

　本研究は、共的な空間の持続的な利用と管理について、

身近な教材から児童が学習できるようにすることを目的

に められた。明らかになったのは以下の 4 である。

1）学習指導要領に された小学校の住居領域の主な学

習内容は、住空間の利用や管理という住生活行 で

ある。現行小学校家庭科の教科書の記 を した

、それら住生活行 の は、住空間ではなく、

ーや 資である があることが かっ

た。そのままでは住空間と児童との関 性の学習に

は発 が難しい。

2）現行教科書の の 、住居領域の管理の学習に

おいて、 者と空間を共用するための ー が必要

であるという、住生活行 の の必要性を児童が

認識するためには、 する学習内容があることが

わかった。それは住環境の に関する内容であり、

共的な空間の の認識である。

3）1） 2）で明らかになった に して、児童に取っ

て身近な教材になり るかどうかを かめるため、

ごみステーションの利用と管理の実態を明らかにし

た。利用については、 ー について 者の 価

は、 的高かったが、 に ー を認識したり

ったりされているというものではなかった。利用

の ー を らない には住 と 住 がおり、住

としては、学生や 身者等の 内会 入者が

げられた。 内会 入者には ー 等の 内の

が わりにくく、またその 内で生活していると

いう 識が くなる があると考えられる。

また、 住 としては、 を通る際に

をする者が げられた。

4）ごみステーションの管理については 的管理は

内会が、 等の は ステーションを う き

利用者が で実施している ースが多くみられ

る。管理の ー についてはよく認識され、よく

られていると回 されていた。利用の ー を ら

ない住 と、ごみステーションの管理主体とは

していない。

　以上のことから、持続的に 者と空間を共用するため

の ー が られるには、共用空間の利用者を管理に

き むこと、一 とりの共用空間 の関わり方を教育

の から 上げすることが求められていることが か

められた。

　しかし、空間を 者と利用するための ー について

は、小学校家庭科の目標と合致し、内容としても し

てはいるのだが、段階的、論理的な理解のための 識の

が必要となる。そこで、以下、本研究で られた

をもとに学習内容の を行う。

- 共用地管理の視点を取 入れた学習内容の検討

1 に た

　共用空間の持続性を児童にとって身近である地域のご

みステーションを教材にして学習するため、児童に

さ たい 識の 成を する。児童に さ たい

識は以下の つである。

空間は、 適性、 性、利 性、社会性等の価値

を持っている

イ 空間は利用すると、その価値が する 1 ）

空間には自 のみが利用する空間と、 者と一 に

利用する空間がある

共用空間を 者と に利用するためには、管理す

る必要がある

管理するためには、 ー が必要である

利用者自身の管理 の は、空間を 者と に

利用するための ー を ることを す

　ま 、以上の 識のうち、「 」、「イ」、「 」の 識

については、共的な空間に関わら 、住空間の管理の

必 性を認識するためのものであり、 2 で した

「 住まいに求められる 」の学習内容を した

ものにあたる。それらは住生活行 の 機を説明するも

のであるため、「 」以 の 識を さ る に

さ るようにしなけれ ならない。

　また、「 」、「 」、「 」の 識を するために、

地域のごみステーションを ー ドワー をする等

1 ）して、利用と管理の実態把握することが できる。

　「 共用地を 者と に利用するためには、管理

する必要がある」という 識については、「 が管理を

しているか」を ー ドワー の とすることを

する。それは住空間の管理主体を ることで、住空間

の （コモンズの を こす）を回 している 実

が 体的に理解できるからである。また、「 管理す

るためには、 ー が必要である」という 識について

は、「 が ー の 、 をしているか」、「どのよ

うに ー を ら ているか」を ー ドワー の

とすることを する。それは、住生活行 には ー

が することを理解できるからである。 に「

利用者自身の管理 の は、空間を 者と に利用

するための ー を ることを す」という 識につい

ては、「利用の ー がどのくらい られているか」と「管

理の ー がどのくらい られているか」、「 ー を

ることができている 、できていない の 、その理

由」を ー ドワー の とすることを する。

それにより、利用者 の住空間の管理は、管理の ー

だけでなく、利用の ー を再認識するきっかけにな

ることを理解できるからである。

れた

　本研究では教材となるごみステーションの実態

や、現行の学習内容等を考慮した上で児童に さ た

い 識を整理し、学習内容を再考するための基礎的

を ることができた。 は、本研究で られた を

もとに、 体的な 内容の 、 が必要である。

その際、児童の家庭の自 会 の 入状況、住宅の て

方によるごみの 方 の い等、児童が かれた居住

形態によって 児童が認識できる に いが てくる

ことが される。その いをどのように学習内容や

開に み むのか、場合 けをする等して整理し、

を立てることが求められる。

1）住居領域では「住まい方に関する学習を通して、 の住まい方

の関 を高め、住まい方に関する基礎的 基本的な 識

能を身につけ、 適な住まい方を考え工 する能 を育てること

を らいとしている（ 4 より 用）」と書かれている。その取

扱いについては「 2 環境に配慮した生活の工 などとの関

を り 開する（ 41 より 用）」ことが指 されている。文

3。

2）現行の 2 1 （ 成 2 ）年 小学校家庭科の教科書をみると、「か

た けよう身の回りのもの文 4）」（ 2 より 用）や「身の回りの

や生活の場を つめよう文 」（ 44より 用）という記 がある。

3）文 1において 本は、「 の生活体 はきわめて、 的

的である。その体 を 観 し するためには、住宅や居住

地の実態を 体 として把握する能 をつけることが、住環境教

育の最大の でなけれ ならない」と指 している。 2 、 3

41 より 用。

4）文 、 等。

）文 2再 。

）文 再 。

）文 1再 。

）文 再 。

）文 13、14、1 等。

1 ）文 1 、 2 、 1 より 用。

11）2 1 年 1 1 。文 1 より。

12）岡山市 からの 内会の活 ン によると、 内

会の活 は「 なまち くり」、「環境 」、「

通 」、「自主 活 」、「 ーション等 行 」、
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「 体の育成、 」、「 」、「 の 」、「

内会 入 」が げられている。

13） 者らによる文 2では、小学校、中学校、高等学校までの一

の学習内容の 成を している。

14）「家庭経営」や「生活管理」と れる領域に する。

1 ） は住宅の の 上は「住宅 住環境の 的 空間的 がりの

中で、様 な段階における 的価値 社会的価値を最適 す

ることである」と ている。文 1 、 23、 1 13 より

用。住宅は 共 的 をもち、一 に私的 とは言えない

を持っていると ている。住宅には社会の要 を受ける が

あり、本研究ではその を住宅の社会性としている。

1 ）「 住環境の 」として、「住環境は住宅と地域で 成される」、

「地域は住宅や の 合体である」等の住環境の がりに関する

識は、中学校以 に 現する。文 2、 3より。

1 ） 方 本 内会 のイン ーより。

1 ） を利用した 、 らかったり、 れたりして、本 の住宅の

価値である 性、 適性、利 性等が する。そこで、 、

空間の価値を 持 上するための行 である管理が必要と

なる。

1 ） ー ドワー は必 的に 間 が むが、 教科と

して 間的 を したりする工 が考えられる。 教科の中

でごみステーションに関 するものは、 1 2 学年での生活

科の内容「 3 自 たちの生活は地域で生活したり いたりして

いる や様 な場 とかかわっていることが かり、それらに

しみや 着をもち、 と適切に することや に生活する

ことができるようにする。」や 3 4 学年での社会科（内容「 3

地域の の生活にとって必要な 、 、 スの や

の 理について、 のことを 学、 したり資 を活用し

たりして 、これらの や は地域の の な生活や

な生活環境の 持と 上に 立っていることを考えるように

する。」等が げられる。

考文

文１） 本 ：住環境教育の ， ，

121 ， 24 2 ，1 4

文 2）関川華，小 子：家庭科住居領域における学習内容の 成

とその体系的再編に関する研究， 本 学会 系論文

1 ， 1 ，2 1

文 3）文 科学 ：小学校学習指導要領解説家庭編， ，

2

文 4）内 子 か 34 ：わたしたちの家庭科 ，開 ，

2 1

文 ） 子 か 13 ： 編 しい家庭 ， 書 ，2 1

文 ）高 学 ：コモンズからの 市再生、 書 、2 12

文 ） キ ラ ： ー の 市における中庭 住体の共

用空間の管理システ に関する研究 ン 市 地を とし

て ，博士（工学）学 論文， 大学，2 13

文 ） 多 子，関川 ：学校教育における住居領域の教育シス

テ の有 性について 本家 学会  1 4， 31

33 ，2

文 ）高 子， ， 子，内 子， ， ，

， 子：小学校における家庭科学習 能の開発と指

導方 の （ 3 ） 「住居と家 」領域の を通して ，

本家庭科教育学  3  3 ， 3 ，1 2

文 1 ） 中 子， 子， 明 ， ：小学校児童を

とした住環境行 の家庭 の に関する研究， 本

学会学 講 （ ）， 11 111 ，2

文 11）Garrett Hardin： he ragedy of the Commons he 
population problem has no technical solution; it requires 
a fundamental extension in morality，Science， 1 2，

3 ， 1243 124 ，1

文 12） ー ス ー，小 理： ー 経済学 の 4 年（下）

「 ス 」，中 ， 2 2 2 ，2 12

文 13）バー ー イ ー， ン ス ラ ス ，

か 2 ： ー 理論の発 からいかに理論

をうみだすか ， 社，1

文 14） イ 子編： 的研究方 ー

ラ ン ド ー プ ー を学 ， 学書院，2

文 1 ） イ 子：実 ラン ド ー プ ー

現 をとらえる 社，2

文 1 ）岡山市： 内会 自 会 イ URL www.city.okayama.jp/
network.network/network_00053.html，2 1 1 1

文 1 ） ： 市住宅 システ の再編に関する 論的研究，

大学，工学博士学 論文，1 1

文 1 ）岡山市： 、 年 住 基本 （2 1 年 3 ）

イ  URL www.city.okayma.jp/soumu/bunsho_00243.html，
2 1 12

セッション

住 の

住宅系研究報告会論文集11　日本建築学会　2016.12

－130－


